
朝日新聞（2009年3月30日）

神奈川県 受動喫煙防止条例

■ わが国初の罰則付きの条例

■ 施行は2010年4月

■ たばこ業界や飲食店業界からの強い反対

で分煙を認めるなどの譲歩がなされた。

■ 公共性の高い施設→禁煙 (喫煙室設置可)

※学校、病院、官公庁、交通機関など

■ 飲食店や宿泊施設→禁煙か分煙を選択

但し、罰則は施行1年後

■ 小規模飲食店ヷ宿泊施設、風営法対象施設

→禁煙か分煙を努力義務

※100㎡以下の飲食店、700㎡以下の宿泊施設

※パチンコ店、マヸジャン店、キャバレヸなど

■ 科料は管理者2万円、喫煙者2千円


